
入札参加に関するＦＡＱ 

大阪広域水道企業団 会計課 契約グループ 

○利用者登録について 

＜新規登録＞ 

 

 

 

Ａ：企業団への入札参加資格審査の申請は必要ありません。大阪府の入札参加資格者名簿

に登録されている場合、企業団の電子入札システムへＩＣカードを用いて利用者登録

を行う必要があります。詳細は「大阪広域水道企業団の入札参加登録のご案内」をご

確認ください。 

※ただし、入札参加にあたっては発注案件ごとに入札参加資格等がありますので必ず電子

入札公告等をご確認ください。 

 

 

Ａ：大阪府で発行されている業者番号７桁の前に「00」（ゼロ２つ）を付けて９桁にした

ものが企業団の業者番号となります。 

例えば、大阪府の業者番号が「1234567」の場合、企業団の業者番号は「001234567」

となります。 

 

 

 

Ａ：電子入札システムの利用者登録画面で「登録」をクリックすれば確認できます。「挿

入されているＩＣカードの利用者はすでに登録されています。」と表示された場合

は、ＩＣカードの利用者登録は完了しています。 

※詳細は、「利用者登録マニュアル」をご確認ください。 

 

 

 

Ａ：旧カードで参加申請し、新カードで入札していただくことは可能ですが、新カードに

ついては、企業団の電子入札システムからＩＣカードの新規登録もしくは更新を行っ

てください。 

 

 

  

Ｑ：大阪府の入札には参加したことがあるが、企業団の入札には参加したことがない。 

企業団でも入札参加資格審査の申請等が必要なのか。 

 

Ｑ：企業団で利用する業者番号がわからない。 

Ｑ：企業団の電子入札システムにＩＣカードの利用者登録が完了していることを確認する

にはどうすればよいか。 

 

Ｑ：ＩＣカードが新しくなるが、既に旧カードで参加申請している案件に新しいカードで入

札に参加することは可能か。 

http://www.wsa-osaka.jp/nyuusatu-keiyaku/kakusyu_manual/nyusatsu-sanka_touroku-H28.pdf
http://www.wsa-osaka.jp/nyuusatu-keiyaku/kakusyu_manual/index.html


＜資格審査情報検索＞ 

 

 

 

Ａ：大阪府にご登録いただいた情報と、完全一致しないと、上記エラーが表示されます。 

以下の点に注意して入力してください。 

① 大阪府の業者番号の頭に「00（ゼロ２つ）」がついているか。 

② 資格登録上の商号の表記（「（有）」/「（株）」/「○○支店」）等に誤りがない

か。 

③ 「（株）」等の「（）」は全角になっているか。「㈱…環境依存文字」になっていない

か。 

④ 余分なスペース等が入っていないか。 

⑤ 「工事、コンサル」と「物品、役務」の入口を間違えていないか。 

⑥ 登録する日の前月末までに、大阪府の入札参加資格者名簿に登録されているか。 

 

それでも解決できない場合は、ヘルプデスクもしくは大阪広域水道企業団会計課契約グル

ープまでお問い合わせください。 

 

○入札参加資格審査申請について 

＜ＩＣカードの変更＞ 

 

 

 

Ａ：大阪府の更新手続きを行えば、企業団における、更新手続きは不要です。 

ただし、ＩＣカード登録時に設定した、連絡先の住所や電話番号、メールアドレス等

に変更があった場合は、企業団の電子入札システムより利用者情報の変更を行ってく

ださい。 

 

 

 

Ａ：大阪府に入札参加資格の変更手続きを行ってください。企業団へ変更手続きの申請等

は必要ありません。大阪府の入札参加資格者名簿の変更は、大阪府への登録後の翌月

に企業団の電子入札システムへ反映されますが、参加申請や入札書の提出期間中であ

っても「業者番号」に変更がなければ、そのまま参加していただけます。 

なお、連絡先の住所や電話番号、メールアドレス等に変更があった場合は、企業団の

電子入札システムより利用者情報の変更を行ってください。 

Ｑ：利用者登録の資格審査情報画面で、業者番号と会社名を入力して検索をしたが、「資格

審査情報が登録されていません。」とエラーが出てしまう。 

Ｑ：大阪府で入札参加資格審査の定期更新をしているが、企業団でも入札参加資格審査の更

新の手続きが必要か。 

Ｑ：会社の統合（合併・分割など）を行って登録名等が変わるのだが、どのような手続きを

行えばよいか。 

https://www.wsa-osaka.jp/jigyosha/nyusatsu_keiyaku/denshinyusatsu_system.html
https://www.wsa-osaka.jp/jigyosha/nyusatsu_keiyaku/denshinyusatsu_system.html


 

 

 

Ａ：大阪府に代表者（受任者）の変更手続きを行ってください。企業団へ変更手続きの申

請等は必要ありません。 

なお、現在、企業団と契約中の案件がある場合は、支払いに関する変更手続きが必要

となることがありますので、各発注所属（各事業所・浄水場）までお問い合わせくだ

さい。 

 

○入札について 

＜入札公告・設計図書について＞ 

 

 

Ａ：設計図書等は圧縮ファイルで配布していますので、デスクトップなど（適当な場所）

に保存後、解凍ソフトなどを使用して解凍してください。また、データサイズが大き

い場合、ダウンロードに時間がかかる場合があります。 

※ダウンロードできない場合は、ＰＣ等の設定に問題があることが考えられますので、Ｐ

Ｃやブラウザの設定をご確認ください。それでも解決しない場合は、ヘルプデスクま

でお問い合わせください。 

 

＜受注希望工種・受注希望業種について＞ 

こちらの「受注希望工種・受注希望業種に関するＦＡＱ」をご確認ください。 

 

＜参加資格確認通知＞ 

 

 

Ａ：参加申請確認通知書については、参加申請期間終了後に参加申請者にまとめて通知し

ています。参加申請期間終了までお待ちください。 

※企業団のシステムでは、申請後、参加申請確認通知書の発行まで時間がかかります。予

めご了承ください。 

 

  

Ｑ：代表者（受任者）が変更になるが、企業団に書類申請は必要か。 

Ｑ：入札公告等や設計図書等のファイルを開くことができない。 

図書等のファイルを開くことができない。 

Ｑ：入札参加申請を行ったが、通知書が送られてこない。 

図書等のファイルを開くことができない。 

http://www.wsa-osaka.jp/nyuusatu-keiyaku/yokokijun/52febd68b5445f514ec0ac826898c66232f9ecd7.pdf


＜入札参加辞退＞ 

 

 

 

Ａ：入札書の提出期間以外は、辞退届の提出ができません。入札書の提出期間中にシステ

ムにより辞退届を提出してください。 

入札書の提出期間については電子入札公告等の発注スケジュールをご確認ください。 

※ただし、入札書提出後の辞退は認められませんのでご注意ください。 

 

＜物品調達見積合せについて＞ 

 

 

 

Ａ：大阪広域水道企業団物品等調達見積合せに関するお問い合わせ先は、発注所属（各事

業所・浄水場）の担当課となりますので、発注所属へお問い合わせください。 

 

 

●お問い合わせ先 

ヘルプデスク：０５７０－０２１－７７７ 

会計課契約グループお問い合わせフォーム：こちら 

Ｑ：参加申請を行った案件で入札を辞退したいが、辞退届が提出できない。図書等のファイ

ルを開くことができない。 

Ｑ：企業団ウェブページの物品調達見積合せの仕様（数量、規格等）について質問したいこ

とがあるのだが、どこに問い合わせればよいのか。 

https://www.wsa-osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/9?page_no=3223

